
南知多町コミュニティバス広告取扱要領 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要領は、南知多町広告掲載要綱（平成２３年南知多町告示第６

号。以下「要綱」という。）第１１条に基づき、南知多町コミュニティバ

ス（海っ子バス）（以下「海っ子バス」という。）への広告掲載に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （広告の種類） 

第２条 この要領における広告の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 車内額面 

 (2) バス停留所の命名権 

  

  （広告の規格等） 

第３条 前条各号に規定する広告の寸法、掲載料及び広告を掲載する期間

（以下「掲載期間」という。）は別表のとおりとする。ただし、掲載期間

について、複数単位の広告掲載の申込みがあった場合は、これを妨げない。 

 

 （掲載料の減免） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載料の全部又は一部を減

免することができる。 

 (1) 公の用務に供する場合 

 (2) 南知多町観光協会及びこれに準ずる団体が、観光振興に供する場合 

 (3) その他、特に町長が必要と認める場合 

 

 （広告の掲載する位置） 

第５条 広告を掲載する位置は南知多町コミュニティバス広告原稿作成基

準に定めるものとする。 

 

 （広告の募集方法） 

第６条 広告の募集は、町の広報誌、町ホームページ等による公募を原則と

する。ただし、その他の方法によることが適当であると認められる場合は、

この限りでない。 

２ 広告の募集期間は、随時募集するものとするが、第２条第２号の広告に

ついては、町が定める募集期間とする。 

３ 公募を行うにあたり、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲

載の案内をすることができる。 

  



（広告の申込み） 

第７条 広告の掲載を希望する者（以下「掲載希望者」という。）は、南知

多町コミュニティバス広告掲載申込書（様式第１号）を、次の各号に示す

期日までに町長に申込まなければならない。ただし、町長が特別の理由が

あると認めたときは、この限りでない。 

 (1) 車内額面 広告案を添えて掲載希望月の 30 日前 

 (2) バス停留所の命名権 掲載希望月の 90 日前 

 

 （広告掲載の決定） 

第８条 町長は、前条により広告掲載の申込みがあったときは、要綱第３条

及び南知多町広告掲載審査基準（平成２３年３月１日施行。以下「基準」

という。）の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。 

２ 前項において、広告掲載希望者の数が募集した枠数を超えるときは、掲

載年月数が多い者を第一に優先し、次に町内に本社又は本店を有する者を、

次に町内に支店又は営業所等を有する者を優先するものとする。 

３ 前２項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに

掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に南知多町コミュニティバ

ス広告掲載決定通知書（様式第２号）により通知する。 

 

 （広告内容の変更） 

第９条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」とい

う。）は、広告掲載の許可を受けた期間内において広告の内容等を変更し

ようとするときは、変更した広告を掲載しようとする日の 30 日前までに、

南知多町コミュニティバス広告掲載変更申請書（様式第３号）に変更しよ

うとする広告の原稿案を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、南知多

町コミュニティバス広告掲載変更決定通知書（様式第４号）により通知す

る。 

 

 （広告の掲載及び撤去） 

第 10 条 広告主は、南知多町コミュニティバス広告掲載依頼書（様式第５

号）に決定通知書の写しを添付し、町が海っ子バスの運行を委託している

運行事業者（以下「運行事業者」という。）へ提出するものとする。 

２ 第２条第１号の広告については、広告主が自己の負担において広告物を

作成のうえ、第１項の運行事業者に提出するものとする。なお、掲載及び

撤去作業については、運行事業者において行う。 

３ 第２条第２号の広告については、バス停留所標識のデザインに基づき広

告主が自己の負担において作成のうえ、第１項の運行事業者に提出するも



のとする。なお、掲載及び撤去作業については、運行事業者において行う。 

 

 （広告掲載料の納入） 

第 11 条 広告主は、広告掲載料を前条の依頼書を提出する際、運行事業者

へ納付しなければならない。なお、納入する広告掲載料は年度ごとに納入

するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この

限りでない。 

 

 （広告主の責務） 

第 12 条 広告主は、広告内容等掲載された広告に関する一切の責任を負う

ものとする。 

２ 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任

及び負担において解決するものとする。 

３ 広告主は、広告物の破損、滅失、紛失叉は毀損が生じた場合、町に損害

賠償を求めることはできないものとする。 

 

 （広告掲載の取下げ） 

第 13 条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げるときは、南

知多町コミュニティバス広告掲載取下書（様式第６号）により町長に申し

出なければならない。 

２ 前項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載

料は返還しない。 

 

 （広告掲載の取り消し） 

第 14 条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取

り消すことができる。 

 (1) 広告主の責めに帰する事由により広告の掲載をすることが適当でな

くなったとき。 

 (2) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

 (3) その他海っ子バスへの広告掲載が適当でないと町長が判断したとき。 

２ 町長は、前項の規定により広告掲載の取り消しの決定をしたときは、南

知多町コミュニティバス広告掲載取消決定通知書（様式第７号）により通

知するものとする。 

３ 第１項の規定により広告の掲載を取り消した場合において、広告主に損

害が生じても、町は一切の責任を負わないとともに、納付された広告掲載

料は返還しない。 

 

 



 （広告掲載料の返還） 

第 15 条 町長は、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなか

った場合のみ、納付済みの広告掲載料を該当広告主に返還することができ

る。ただし、バスの法定点検、修理、事故等の場合は含まないものとする。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子は付さない。 

３ 第１項の規定により広告掲載の返還において、30 日に満たない日数分は

日割りとし、算定した広告掲載料の額に１円未満の端数がある場合は、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項の広告掲載料の返還を受けようとする者は、南知多町コミュニテ

ィバス掲載料返還請求書（様式第８号）により運行事業者に請求しなけれ

ばならない。 

 

（雑 則） 

第 16 条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

種 類 寸 法 掲載料 掲載期間  備 考 

車内額面 Ｂ３判 
１ 枚 当 た り

1,000 円/月 
１か月  

バス停留所の 

命名権 

記載面 

縦 10ｃｍ×横 30ｃｍ 

・バス停の命名権

初年度 200,000 円

/年 

・以後 1 年ごと 

50,000 円/年 

３年 

バ ス 停 留 所 が

廃 止 さ れ た 場

合は、該当期間  

※掲載期間は、町長が必要と認めるとき期間を指定することができる。 

※バス停留所の命名権については、原則として４月または１０月からの開始   

とする。   

※バス停留所の命名権については、掲載料を納付いただいている期間につい   

てバス停留所の名称を命名することができる。（命名権の期間中についても、 

バス路線の見直し等によりバス停留所が廃止となった場合は、廃止までの当   

該期間の納付とする。また、広告（命名権）終了の申し出があった場合、以   

後のバス停留所の名称は変更される場合がある。）  

※バス停留所の命名権については、法で定められた協議会に諮り承認を得て   

からの変更とする。   

※バス停留所の命名権を募集するバス停留所については、既存のバス停留所

のうち、「師崎港」「豊浜港・魚ひろば」「南知多町役場前」「総合体育館前」

「内田佐七家前」「内海駅」「内海高校前」「知多厚生病院前」「河和駅」「浜

田外科・内科前」「山田（南知多病院前）」「運動公園前」を除くものとする。 

 


